
令和 4年 (ワ )第  1880号  損害賠償請求事件

令和 4年 (フ )第 22539号  損害賠償請求事件

原告 原告 1ほか

被告 東京電カホールディングス株式会社

東京地方裁判所民事第 32部 甲合議 B係  御中

原告 ら代理人弁護士

第 12準 備 書 面

(被告準備書面 (3)の第 1～第 3に対する反論)

2023(令 和 5)年 8月 30日

イよカ

魯謙

弘

一戸

△
ロ

井

河

-1-



【目次】

第 1 被告準備書面 (3)「 第2 原告ら第 2準備書面 (答弁書に姑する反論)

に対する反論」に対し ,… ………………………………………………………'3

1「 キセノン133による被ばくに外部被ぼくの危険性がかなり深刻なもの

であったとの主張の誤り」に対し .… ………………………………………'3

2「原告らの甲状腺の被ぼく量に係る主張の誤 り」に対し.… …………….3

3「放射線被ばくの『エビデンスグレー ド』に係る主張の誤り」に対し..4

4「 甲状腺等価線量 1 0 0msvが 甲状腺がん罹患の閾値であるという考え方

を要職にある学者が否定しているとの主張の誤り」に対し.… ………….4

5 「UNSCEARは 中立 。公正な組織ではなく、その報告には信頼性が乏しく、

多数の科学者・専門家によつて問題点が指摘されているとの主張の誤 り」

に対 し

6 「UNSCEAR2020/2021年 報告が本件被ばくによつて小児甲状腺がんの発

症があり得ることを認めているとの主張の誤 り」に対 し .… …………….6

7「チェル ノブイ リ事故、福島県県民健康調査に関する主張の誤 り」に姑 し

..6

7

8 「いわゆる『三県調査』に関する主張の誤 り」に対 し .… …………… 10

第 2 被告準備書面 (3)「第 3 原告 ら第 3準備書面 (被告準備書面 (1)への反

論)に封す る反論」に対 し 。…………………………………………………… 12

1 「天然の安定ヨウ素について 「日本固有の線量係数」を用いる必要はな

いとの主張の誤 り」に対 し ,_… …………………………………………… 12

2 「UNSCEAR2020/2021年 福島報告書においてヨウ素 131の 放 出量が約

1 2 0PBqで あることを前提に公衆の被ばく線量を計算 しているのは安全

側ではない との主張の誤 り」に対 し ._… ………………………………… 14

3 「ベイガ論文及びル ビン論文によれば、甲状腺等価線量 1 0 0msvを 下

回る放射線被ばくによつて甲状腺がんの発がん リスクが増加することが示

されているとの主張の誤 り」に対 し 。_… ………………………………… 16

4 「DNAが 受けた 1か所の傷か らも発がん リスクがあるとい うLNTモ

デルは被 ば くによる発がんのメカニズムか らも基礎付けられてい る との主

張の誤 り」に対 し 。… .
19

-2-



【本文】

第 1 被告準備書面 (3)「第 2 原告 ら第 2準備書面 (答弁書に対す る反論 )

に対する反論」に対 し

1「 キセノン 133に よる被ばくに外部被ぼ くの危険Jl生がかな り深亥Jな も

のであつたとの主張の誤 り」に対 し

(1)被告の主張

被告は、キセ ノン 133は 、 「甲状腺がんとの関係で考慮す る必要

性がある核種ではない」 (被告準備書面 (3)6頁 4行 日)と 主張 し、そ

の根 拠 と して 、 UNSCEAR2020/2021年 報 告 書 の 19頁 脚 注 4に 、

「Terada et al.の ATDM結 果にキセノン 133が含まれていない」

旨の説明と同時に、キセノン 138は 「外部被ばく線量に寄与 している

可能性がある」が 「内部被ばくへの寄与は小 さいであろ うと思われ」

「改訂 した線量評価には含めなかつた」 と記載 されていることを指摘 し

ている。

(2)原告 らの反論

ア UNSCEAR2020/2021年報告書の 19頁脚注 4に被告が指摘する記載

があるのはその とお りである。 ところで、同部分では、 「公衆の被ば

く線量への総合的な寄与は小さい」 との結論部分に 「1%未満、補足

資料 肝 10参照」 との記載がある。

ここで参照を求められている A-10は、甲全第 180号 証の 1、 2

である。 これによると、次のことがわかる。

(ア)森 口論文 によれば、キセ ノン 133の セシウム 137に 対す

る濃度比は 800倍 である。

(イ)キ セ ノン 133の 影響 を含 める と、大気中の放射性物質の外

部被ばくによる成人の実効線量は約 30%増 加する。

(ウ )キ セ ノン 133の 吸入に よる実効線量の増加は 1%未満であ

る。

イ 原告 らが訴状において主張 したのは、キセノン 133に よる外部被

ばくであつた (訴状 103～ 107頁 )。 果た して UNSCEARも 、上記

のとお り、キセ ノン 133に よる外部被ばくが、成人の実効線量を 3

0%も増加 させ るほど大量のものであつたことを述べている。 甲状腺

被ばくの主たる経路が内部被ばくであることは原告 らも同様の認識で

あるが、キセ ノン 133に ついては、問題は外部被ばくなのであつ

て、キセノン 133に よる内部被ばくへの寄与が小 さいか ら甲状腺が

んとの関係で考慮する必要がない とい う被告の主張は、全 く不合理で

ある。

2「原告 らの甲状腺の被ばく量に係 る主張の誤 り」に対 し
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(1)原告 らの甲状腺被ばく量については、UNSCEAR報 告に依拠す る被告

の主張は全 く信用できないことを第 7,第 8,第 11各準備書面にお

いて、 1080人 検査の結果が信用できないことを訴状 88～ 93買、

原告第 9準備書面 6～ 21頁で主張 した。

(2)被告 は、被告がその主張の根拠 とす るホールボデ ィーカ ウンター

検査についての原告 らの求釈明 (原告第 9準備書面 45頁 )に対 し、

回答 しない。

3「放射線被ばくの『 エ ビデンスグレー ド』に係 る主張の誤 り」に対 し

(1)原告 らは、「エ ビデンスグレー ドがAである」 とい う主張は してい

ない。訴状においては、「甲状腺腫瘍診療ガイ ドライン2010年版」 (甲

全 11号証)を 引用 して、「エ ビデ ンス レベルが最 も高い推奨 グレー

ドAと されている。」 と主張 したのである (訴状 22頁 13～ 14行

日)。 この主張は、「推奨グレー ドAと されている」 との部分が事実主

張であ り、「エ ビデ ンス レベルが最 も高い」 とい う部分は、「推奨 グ

レー ドA」 の意味の説明である。 これに対 し、被告が 「放射線被ぼ く

のエ ビデ ンスグ レー ドが推奨 Aと されているとの記載はない。」 との

認否を した (答弁書 9頁 下か ら 5～ 4行 目)か ら、互いの主張が混乱

した。

(2)意 味の乏 しい議論を続 ける気はないが、上記 「甲状腺腫瘍診療ガ

イ ドライ ン2010年版」の 4買 に 「推奨グレー ドA」 の趣 旨が 「質の高

いエ ビデ ンスがあ り、診療で利用 。実践す ることを強 く勧 める。」 と

い う意味である旨の説明があるので、その部分を証拠 (甲 全第 181

号証)と して提出 してお く。

4「 甲状腺等価線量 1 0 0msvが 甲状腺がん罹患の閾値であるとい う考 え

方を要職にある学者が否定 しているとの主張の誤 り」に対 し

(1)明 石員言氏の発言について

ア 原告 らが、令和 4年 8月 1日 にグランパークホテルエクセル恵比寿

で開催 された第 19回甲状腺検査評価部会における明石員言氏の発言

を紹介 して、明石氏も甲状腺等価線量 1 0 0msvが しきい値であると

い う被告の主張を否定 していると主張 した (原告第 2準備書面 11

頁)と ころ、被告は、明石発言は、 「甲状腺がんについては、む しろ

100ミ リグレイとい う水準においてさえ甲状腺がんの過剰発生をも

たらすか否かについての世間的に評価 された論文はないと述べてい

る」 と主張 した (被告第 3準備書面 8頁 )。 明石発言について、原告

らが、甲状腺等価線量 1 0 0msv以下でも甲状腺がん発症の可能性が

あることを認めたものである旨主張 したのに対 し、被告は、 しきい値
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は 1 0 0mSvを超 える可能性があることを述べたものと反論 したので

ある。同じ発言について、双方が真逆の理解をしたことになる。

イ 明石発言 (甲全第 89号証の 1, 2)を改めてご確認いただきた

い。南谷幹夫帝京大学ちば総合医療センター教授が、UNSCEAR報告中

に 「避難者の約 0。 2%が 1 0 0 mGy(1 0 0mSv)を 超える線量を受

けていると推定された」と記載があることを指摘 し、このことと甲状

腺がんとの関係 を質問したのに対 し、明石氏が、 「甲状腺がんの吸収

線量 (引 用者注 :「 甲状腺がんを引き起こす吸収線量」の意味)につ

いては色々な議論があり、 「固形がんその他の実効線量等の評価の 1

0 0mSvと い うものほど、 1 0 0mGyと い うものが確実に甲状腺がん

を増やすものであるというふ うな論文 とい うのは、まだ世間的に評価

されたものではあ りません。」と述べたのである。これは、甲状腺吸

収線量 1 0 0mGy(甲状腺等価線量 100msvと いうこともできる。)が

しきい値であるとい う論文はない とい う趣 旨であるが、それでは、原

告 らが主張す るように、しきい値がもつと低い可能性があるとい う趣

旨なのか、被告が主張するように、もつと高い可能性があるとい う趣

旨なのか、いずれであろうか。

ウ これに対す る回答は、これに続 く明石氏の発言でわかる。明石氏

は、 「ある程度、参考値 とい うことで、もちろん 50ミ リグレイより

は高い とい うことは事実ですけれ ども、それが実効線量の 1 0 0mSv

と我々成人の固形がん等と比較できるものではないとい うことは事実

でわかっていることでございます。」 と述べている。 この趣 旨は、し

きい値は、 5 0mGy(5 0 mSv)よ り高いとい うことはわかつている

が、 1 0 0msvと は言えないとい う趣 旨 (し きい値が 1 0 0mSvよ り

も低い可能性があるという趣旨)である。被告の主張は、明石発言を

曲解するのも甚だ しい。 (な お、原告 らは、明石氏の上記主張を支持

するものではなく、甲状腺がん罹患の しきい値はないと主張 してい

る。明石氏の主張を援用 したのは、政府側の枢要な地位にある明石氏

です ら、甲状腺がんについて被告が本訴で主張するような 1 0 0msv

しきい値論にたつてお らず、被告の主張に根拠がないことを指摘する

趣旨である。 )

(2)鈴木元氏の発言について

ア 原告 らが、上記第 19回 甲状腺検査評価都会における鈴木元氏の発

言を紹介 して、 「鈴木氏は、UNSCEARは 甲状腺がんについて被ばく量

のしきい値があるとは言つてない」 と主張 した (原告第 2準備書面 1

2頁)と ころ、被告は、鈴木発言 とは関係のないWG報 告書 (乙全 7

号証)や I C R P2007年 勧告 (乙全 62号証)な どの一節を引用 し

て、 「1 0 0mSv以 下の低線量被ぼ くによる健康影響については、疫

-5-



5

6

イ

学的方法によつても検出できないとい うのが今 日の科学的観点から国

際的 。一般的合意であり、上記の鈴木元氏の発言内容もかかる知見の

状況を否定す るものではなく」と主張する。

鈴木氏は、明確に 「スレッショール ド (閾値)があるか、閾値があ

るかどうかの議論をしているのではなくて」 と述べている (甲 全第 9

0号証の 1, 2)。 原告 ら第 2準備書面 12頁 に記載 したように、鈴

木氏は、 2021年 3月 25日 に開かれた 「緊急時の甲状腺被ばく線

量モニタ リングに関する検討チーム」の第 2回会合においては、 10
0 mSv以 下でもLNTモ デルがそのまま成 り立っているとい う内容の

Veiga論文 (「 Geiger」 は誤 り)や、小児甲状腺がんのリスク上昇の

下限値が 30～ 4 0mSvで あるとい う内容の Lubin論 文を紹介 してい

る。鈴木氏が、少なくとも被告のように、甲状腺の被ばく量が 100

mSv以下では甲状腺がんに罹患 しないとい う 1 0 0msvF_堀 値論の ドグ

マ を信奉 していないことは明らかである。

「UNSCEARは 中立・公正な組織ではな く、その報告には信頼性が乏 し

く、多数の科学者・専門家によつて問題点が指摘 されているとの主張の

誤 り」に対 し

これについては、既に、UNSCEARの報告内容が、一貫 して被ぼく被害の

実態を無視あるいは軽視 し、研究・調査資料の取 り上げ方が偏頗で、科学

的論文としの信ぴ ょう性に欠ける点が多いことを主張 してきているが (例

えば、原告 ら第 2準備書面 13頁～、黒川意見書 3通 (甲 全第 131号 証、

133号 証、 178号 証)、 原告 ら第 14準備書面 25頁～等)、 別途、

総括的に準備書面を提出する予定である。

「UNSCEAR2020/2021年報告が本件被ばくによつて小児甲状腺がんの発

症があり得 ることを認めているとの主張の誤 り」に対 し

(1)原告 らが、信頼性に乏 しいUNSCEAR2020/2021年 報告です ら、初期

被ばく時に子官内胎児か ら5歳までであつた女性のサブグループの推

定被ばく線量か ら、 16～ 50例程度の甲状腺がんが放射線に起因す

ると推測 され得た」 と記載 していることを指摘 した (原告 ら第 2準備

書面 18頁 )と ころ、被告は、同報告の結論は、 5歳 以下の子 どもを

含めて、本件事故の放射線の作用による甲状腺がんの過剰 リスクが識

別 され、かか る放射線の作用によつて甲状腺がんが増加す るとの関係

もあ りそ うだ とは示 されなかった とい うものであると主張す る (被告

準備書面 (3)13～ 14頁 )。

(2)同報告 の上記部分の趣 旨は、本件事故 当時の一定数の子 どもたち

に、被ば くに起因する甲状腺がんが発生す ると推測 されるが、統計上
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は、これが有意 とはみなされないだろ うとい うものである。同報告は、

福島原発事故によつて子 どもたちに甲状腺がんが発生する可能性 を否

定 しているものではない。

7「チェル ノブイ リ事故、福島県県民健康調査に関する主張の誤 り」に対

し

(1)こ の点に関す る原告 らの主張に対す る反論は、被告準備書面 (2)第

4で反論 した とい うことである。被告準備書面 (2)第 4に対 しては、

原告 ら第 10準備書面で反論を述べた。 この うち、被告の潜在がんに

関する主張に姑す る反論を補充する。

(2)繰 り返 しになるが、裁判所におかれては、被告が、甲状腺がんに

相当数の 「潜在がん」があると主張す る根拠は、被告が力を入れて主

張す る韓国のデータも含め、すべて大人のデータであることに留意 さ

れたい。子 どもに潜在がんが存在す ることについて、これを裏付ける

データは存在 しない。

原告 ら第 10準備 書面 30～ 32頁 で紹介 した柴 田教授 らのプロ

ジェク ト及びその結果をまとめた論文によれば、 1996年 ～ 2001

年においてなされた検診において、チエル ノブイ リ事故以前に生まれて

いた 9720人 の子 どもの うちから31人の甲状腺がん患者が発見 され

たにもかかわ らず、事故後である1987年 以降に生まれた 9472人

の子 どもの中に甲状腺がん患者は皆無だつた。 もし、子 どもたちの甲状

腺に潜在がんがあるのなら、事故後に生まれた子 どもたちの間にも一定

数の甲状腺がん患者 が見つかつて しかるべきである。 しか し、皆無で

あった とい う結果は、子 どもにおいては、潜在がんは皆無であるか、

あったといても極めて少ないことを裏付けている。

このことは、環境省の 「東京電力福 島第一原子力発電所事故に伴 う

住民の健康管理の あ り方に関す る専門家会議  中間 とりま とめ」が

「甲状腺の疫学に関する知見はほとん どが成人に関するものであ り、

小児についてはこ うしたデータに乏 しい ことに留意する必要がある。

小児におけるラテン トがんも報告 されてお らず、未だ明 らかではない

点が多い。」 と述べている (甲 全第 141号 証 26頁 )と お りである。

(3)被告は、被告準備書面 (2)第 4の 2ア (32～ 84頁 )において、

鈴木員一教授の論文 を根拠にした原告 らの主張を否定 しているので、

反論する。

ア 被告は、 「本件事故前の甲状腺がんの罹患数 と福島県県民健康調査

でスクリーニングを行つた結果の罹患数を単純に比較することができ

ず」と主張 している (被告準備書面 (2)33頁 下から8～ 6行 目)と

ころ、原告 らもその主張に同意する。スクリーニングを実施すること
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によつて、症状が発生する前の段階のがんを発見することが有 り得る

からである。がんがスクリーニングで検出できる大きさになつてから

症状が発生す るまでの期間を 「潜伏期間」とい うことができるとこ

ろ、原告 らが提出した岡山大学津田敏秀教授 らの論文 (甲 全 125号

証の 1、 2)は 、福島県県民健康調査の 1巡 目及び 2巡 目の結果 と全

国の年間発生率を比較 し、分析するに当たり、 「前臨床的有病期間」

(潜伏期間)を 4年 と設定 した上で (甲 全 125号 証の 2の 7頁 )、

福島県県民健康調査によつて、放射性物質の 「放出から4年以内に甲

状腺がんの多発が検出された。また、甲状腺がんの増加はスクリーニ

ング効果によるものとは説明 し難い」と結論付けたのである。なお、

上記津田論文が定めた潜伏期間については、その内容に疑間を呈する

「レター」が提出されたが、これに紺 して、津田教授 らは、この 4年

を「20年」 と仮定 して感度分析 しても、福島では小児甲状腺がんの

顕著な増加が観察 された旨の疫学知見を公表 している。 (甲 全第 18

2号証の 1, 2)

イ 被告は、 「 (福 島県県民健康調査による小児甲状腺がんの大幅な増

加は)超高感度の検診手技が人 口集団において以前は認識 されていな

かつた甲状腺異常の有病症例を明らかにした結果である。」とした

UNSCEAR2020/2021年 報告に基づいて自己の主張を組み立てている

(被告準備書面 (2)33頁 下か ら2行 日～ 34頁 9行 日)。

しかし、UNSCEARの上記判断は次の通 り、根本的に誤つている。

(ア)UNSCEAR2020/2021年 報告は、「高感度の超音波検診が、臨床症

状が発現 した後に検出され るであろ う症例 よりもずつと多 くの甲
)状

腺異常や がんの症例 を検 出す るとい う有力なエ ビデンスがあ

る。」 と述べている (乙第 4号証 101買 (r))。 被告が引用 した

文中の 「超高感度の検診手技」が超音波検査を指 していることは

文脈上明 らかである。

(イ)し か し、福 島県県民健康調査 における甲状腺がんの診断は、

超音波検査でな されているのではない。福島県県民健康調査 甲状

腺検査のプロ トコルは、次の とお りである (甲 全第 55号証 )

a 一次検査

超音波検査を実施する。判定区分は次のとお り。

・Al判 定 結節やの う胞を認めない。

・A2判 定 5.OIlln以下の結節や 20.O IIIIl以 下のの う胞を認める。

・B判定 5,l lllln以 上の結節や 20.lllm以上のの う胞を認める。

・C判定 甲状腺の状態等から判断 して直ちに二次検査を要する。

b 二次検査

詳細な超音波検査、血液検査、尿検査を行 う。医師が必要 と
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判断 した場合は穿刺吸引細胞診を行 う。

上記二次検査における穿刺吸引細胞診検査の結果、良性 と診

断 され る症例 と、悪性または悪性疑い と診断され る症例がある。

「悪性又は悪性疑い」と診断された症例数は公表 されている。

(ウ)福 島県県民健康調査甲状腺がん検査における悪性 (悪性疑い

も含む)の判断は、上記のとお り、超音波検査結果 とは直接の関

係がない。確かに超音波検査機器は性能が向上 し、小 さな結節で

も発見できるよ うになつているだろ うが、そもそも県民健康調査

では、 5,OIlllll以 下の結節を発見 しても何の措置 もしないのである

か ら、超音波機器の性能向上は、甲状腺がんの確認数に影響 を与

えない。 甲状腺がん とカウン トされ るためには、超音波検査で 5。

1llttn以 上の結節又は20,lllln以 上のの う胞が確認 され、詳細 な超音

波検査、血液検査、尿検査等を経て悪性である可能性が高い症例

に対 して、更に穿刺吸引細胞診検査 を実施 し、これで悪性 と判断

されなければな らない。そ して、鈴木員一教授の報告 (甲 全第 7

1号証)に よれば、20.llllln以 上の結節に姑 しては全例で穿刺吸引

細胞診検査を実施す るが、5,1～ 10.0111111の 結節に対する穿刺吸引

細胞診検査は、甲状腺結節診断基準の 7項 目すべてが悪性所見を

呈す る場合に、 10。 1～ 20.OlllIIlの 結節 に封す る穿刺吸引細胞診検査

は、悪性所見が一つでも認められた り、 ドプラ法で貢通血管を認

めた場合に限 られ るとい うのである。 (甲 全第 71号証 48(146)

買右段 2～ 13行 目)。 また、福島県県民健康調査で確認 された

小児 甲状腺がんの うち 218例 について手術がなされた段階で、

診断時の平均最大腫瘍径は 14.OIIⅡ llだ つた とのことである (甲 全第

71号証 44(142)買 左段 「手術成績」欄の 4行 目)。

(工)以 上の とお り、超音波機器の性能 向上は、福島県県民健康調

査における甲状腺がん症例の多数の確認 とは直接の関係がないの

であって、超音波機器の性能向上によつて甲状腺がんが多数発見

されている旨のUNSCEAR2020/2021年報告は、科学論文 としてある

ま じき重大な事実誤認を犯 している。

ウ 原告 らは、訴状 (109～ 110頁 )において鈴木員一教授の論文

(甲 全第 71号証)を 引用 し、過剰診断がないことを主張 した。 しか

るに、被告は、鈴木論文を根拠にした原告の主張に対する反論 を回避

している。そこで改めて、鈴木論文の詳細を紹介する。

(ア)こ の論文の執筆時点で、県民健康調査で発見 された甲状腺が

ん症例のうち218例で手術が施行された 【同号証 (139)41

頁「要旨」欄 2行 日】。

(イ)手 術適応は、日本甲状腺外科学会 。日本内分泌外科学会によ
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る 「甲状腺腫瘍診療ガイ ドライン」 (甲 全第 11号証)に 準拠 し、

甲状腺検査専門委員会診断基準等検討部会 (以 下 「学外専門委員

会」 とい う。)及び病理診断コンセ ンサス会議の各委員に助言・

指導を受けた。学外専門委員会で手術術式を議論 し、中間 リスク

については、基本的に片葉切除が推奨 された 【同号証 42(140)
～ (141)43頁 「手術適応について」】。

(ウ)先 行検査及び本格検査 1回 目の 125例 の術後の成績は、次

のとおりである。【同号証44(142)頁 「手術成績」】

a 男女比 1対 1.8

b 平均年齢 震災時 14.8歳、診断時 17.8歳

c 平均最大腫瘍径 14.O IIIn

d リンパ節転移は 97例 (77.6%)、 内訳は pNla(気管前、気管、

咽頭前のリンパ節への転移を認める)が 76例 (60.8%)、 pNl b

(片側又は両側の頸都リンパ節又は上縦隔リンパ節への転移を

認める)が 21例 (16.8%)

e 甲状腺外浸潤を認める事例が 50例、内訳は pExl(甲 状腺外

浸潤が胸骨 甲状筋あるいは脂肪組織に とどまる)が 49例

(39。 2%)、 pExx(甲 状腺外浸潤が胸骨甲状筋あるいは脂肪組織

以外の組織あるいは臓器に及んでいるもの)が 1例

f 遠隔転移を認めるのが 3例 (いずれも多発肺転移)

(■)過 剰診断の危惧は無用で、病理組織的には、隈病院症例、す

なわち非スクリーニングの臨床症例 と差がない。特に70%程度

の局所 リンパ節転移、40～ 50%の 甲状腺外浸潤、80%程度

のリンパ管侵襲などはほぼ同じである。

県民健康調査で確認された小児甲状腺がんの病理は上記のとおり

である。被告は、これらが潜在がんだというのであれば、この病理

結果をどのように解釈するのか、それを説明するべきである。

「いわゆる『 三県調査』に関する主張の誤 り」に対 し

(1) 「三県調査」 (弘前市 1630人 、甲府市 1366人 、長崎市 13

69人の合計 4365人 、対象年齢は 3歳～ 18歳 )の結果

「三県調査」では、Al判定 (の う胞や結節を認めない)が 42.5%、

A2判定 (5,O IIIIn以 下の結節や 20.O IIⅡュ以下のの う胞を認 めたもの)が

56.5%、 B判定 (5。 l llun以 上の結節や 20,l llⅡ ll以上ののう胞を認めたもの)

が 1,0%、 C判定 (直 ちに二次検査を要するもの)が 0.0%と された (甲

全 97号証 61頁 )。 その後、三県調査の被験者か ら甲状腺がんが 1例

見つかつたとされた。

(2)主張の経緯 と反論
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ア 原告は、第 2準備書面第 2の 3(5)(25～ 32頁)において、次

の 2点の主張をした。

(ア)サ ンプルサイズが小 さく、調査対象 も福 島県県民健康調査 と

比較できるように設定 されていないか ら、の う胞や結節の有所見

率について、福島県県民健康調査の結果 と比較するのは相当でな

い 。

(イ)1例 の甲状腺がんが見つかつた ことについては、検定力が小

さく、統計上の意味がない。

イ これに対 し、被告は、
｀
準備書面 (3)第 2の 8(15～ 20頁)で、

上記アの (イ )には触れず、の う胞及び結節の発見率が福島県県民健康

調査における「先行検査」及び 「本格検査」の結果と類似 しているこ

とだけを主張 した。

ウ 被告の上記主張に対する再反論 としては、上記ア (ア)の 内容で十分

である。三県調査の報告書 (甲 全第 97号証)に よれば、三地域 とも

0～ 2歳が調査対象に含まれないことに加 え、 3～ 4歳 も71名 (全

体の 1.62%)に とどま り、調査対象数が他の年齢層集団に比べて

極めて少ないこと、全体的に女性がやや多かったことなどが指摘 さ

れ、 「単純に地域ごとの有所見率を比較することには慎重であるべき

と考えられる。」と述べている (甲 全第 97号証 45頁 )こ とを改め

て指摘 してお く。

工 被告は、三県調査について述べるとした箇所 (被告準備書面 (3)第

2の 8)で、県民健康調査によつて確認 された多数の甲状腺がんと放

射線被ぼくとの関係についての UNSCEAR2020/2021報 告の内容を全面

的に引用 し、同報告の内容を印象付けようとしている (上記準備書面

第 2の 8(ア)～ (オ)17～ 20頁 )。 原告 らは、ここでは、その一つ

一つについての詳細な反論はしないが、多 くについては、他の箇所で

既に反論済みであるので、裁判所におかれてはご確認をお願い した

い 。

(ア)甲 状腺吸収線量 原告 ら第 7,第 8,第 11準備書面等

(イ)発 生率の上昇が観察 され るまでの期間 原告 ら第 10準備書

面 4の (2)(33頁～)等
(ウ)発 症時の年齢 原告 ら第 10準備書面 4の (3)(36頁～)等

(■)三 県調査 上記の とお り

(オ)遺 伝子変異 これについては、被告 も引用するように、UNSCE

AR2020/2021年報告 自身が、「福島県の小児 におけるRET再 配列

の低頻度 とBRAF遺 伝子変異の優勢は、がんが小児期早期 よ り

も、む しろ主に青年期 と成人早期に診断 されたことを示 している

のか も しれ ない。」 と述べている (乙 全第 4号証 85頁 (226.

(e))。 すなわち、チェル ノブイ リで甲状腺がんに罹患 した子 ども

たちに多 く見 られたRET遺 伝子の再配列が福島県民健康調査で
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甲状腺がんが確認 された子 どもたちには少 な く、逆に、 この子 ど

もたちには BRAF遺 伝子変異が多 くみ られ るのは、その原 因が

被 ば く由来か否 かで はなく、診断 された年齢 の違いである可能性

をUNSCEAR自 身が認 めているのである。

第 2 被告準備書面 (3)「第 3 原告 ら第 3準備書面 (被告準備書面 (1)へ の

反論)に封する反論」に紺 し

1 「天然の安定 ヨウ素について 「日本固有の線量係数」を用いる必要は

ないとの主張の誤 り」に対 し

(1)UNSCEAR2020/2021年 報告が 日本人の ヨウ素摂取量が多い として 日

本人集団に固有の線量係数を用い、平均 甲状腺被ぼく線量を2013年報

告か ら大幅に切 り下げたことに封 し、原告 らは、 ヨウ素 グローバル

ネ ッ トワーク 2019の 調査結果に基づ き、 日本の小児 (学童)の尿

中ヨウ素量 (中 央値で 2 6 5μg/L)が 適正値であること、県民健康

調査の二次検査における福島の子 どもたちの尿 中ヨウ素量が、上記中

央値 よりも少ない (例 えば、本格検査 2回 目の被検者の うち、悪性・

悪性疑いの 71人の中央値は190μg/日 、それ以外の 1747人 の中央

値は183μg/日 )こ とを主張 した 【原告 ら第 3準備書面第 2の 1(4～

6頁 )】 。 これに対 し、被告は、準備書面 (3)第 3の 1(20～ 21頁 )

において、環境省作成にかかる 「放射線の基礎知識 と健康影響一放射

線の健康影響等に関す る統一的な基礎資料上巻 (令和 3年版 )」 (乙 全

第 16号証)の 128頁 の記載を根拠に、 日本人のヨウ素の推定摂取

量は 1～ 3 mg/日 であると主張 して、UNSCEARの 評価は不合理ではない

と主張する。

(2)原告 らが、尿 中 ヨウ素量に基づいて主張 しているのに対 し、被告

は、ヨウ素摂取量に基づいて主張 していて、議論がかみ合っていない。

主張をかみ合わせ るためには、ヨウ素摂取量を尿中ヨウ素量に換算す

る必要がある。

(3)尿中ヨウ素は直近の ヨウ素摂取量の よい指標である。 ヨウ素摂取

量 と尿中のヨウ素濃度 との関係式は次の とお りである。 (甲 全第 18

3号証 )

ヨウ素摂取量 (μg/日 )=尿 中ヨウ素濃度 (μg/L)× 0.0235× 体重

(kg)

そ うす ると、上記 ヨウ素グローバルネ ッ トワー ク 2019の 調査に

よる日本の小児 (学童)の尿中ヨウ素量の中央値 2 6 5μg/Lは 、学童

の体重を4 0kgと 仮定すると、ヨウ素摂取量約 2 4 9μg/日 に相当する

ことになる。

(計算式) 265 μg/L× 0,0235× 40kg=249.l μg/日

また、福島県県民健康調査本格検査 2回 目の被検者の うち、悪性 。
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悪性疑いの 71人の中央値 1 9 0μg/日 は、小児の一 日の尿量を lL、

体重を 5 0kgと 仮定すると、ヨウ素摂取量約 2 2 3μ g/日 に相当し、

(計算式) 190 μg/L× 0.0235× 50kg=223.25 μg/日

その他の 1747人 の中央値 1 8 3μg/日 は、同様の仮定を置 くと、

ヨウ素摂取量約 2 1 5μg/日 に相当することになる。

(計算式) 183 μg/L× 0.0235× 50kg=215.02 μg/日

(4)原告 らとしても、伝統的 日本食に海藻が多 く含 まれていることを

否定す るものではない。 しか し、若い世代は食事の嗜好が変わってい

る。被告が主張す るように、仮に一般の大人の ヨウ素摂珂文量が 1～ 3

mg/日 であるとしても、子 どもたちのヨウ素摂取量は、それ よりはる

かに少ないのである。そのことは、次の事実か らも裏付けられる。

ア 厚生労働省の 「日本人の食事摂取基準」 (2010年 版)(甲全第

183号 証)に よれば、東京都在住の学童 564人 の尿中ヨウ素濃度

の中央値が 2 8 2μg/Lだ つたこと、北海道在住の学童を対象 とした

研究では、尿中ヨウ素濃度の中央値が 2 8 8μg/Lだ つたことが指摘

されている (237頁 )。 これは、上記のヨウ素グローバルネ ット

ワーク2019の 調査による日本の小児 (学童)の尿中ヨウ素量とほ

ぼ同一である。

イ UNSCEAR自 身も、2020/2021年 報告において、 日本人の食習慣に

は、 「伝統的な日本食」 「昆布が豊富な食事」 「西洋式の食事」の二

種類があり、 「伝統的な 日本食」の人々に対する線量係数は、

UNSCEAR2013年 報告で用いられた係数の約 2分の 1に低下している旨

述べている 【乙全第 4号証 148項 (52頁 )】 。更に、UNSCEAR

は、西洋式の食習慣は、一部の日本人の集団では一般的であること、

その場合の放射性ヨウ素の部分的な取り込みは30%(ICRPの平均

的な線量係数と同等)であるとも述べているのである 【乙全第4号証

附録A62(127頁 )】 。

(5)しかるにUNSCEARは 、「本委員会は、放射性 ヨウ素の摂取による線

量の推定において、日本人の典型的食習慣に対する線量係数を用いて

おり、これらの線量係数を用いることで、UNSCEAR2013年 報告で用い

られた線量係数を用いるよりも放射性ヨウ素の摂取による線量が約 2

分の 1低 くなつた。」とした 【乙全第 4号証附録A64(127頁 )】 。

すなわち、「西洋式の食事」をしている人たち (子 どもたちは多くは

これに該当すると考えられる。)に射して、理由を示すこともなく、

線量係数を 2分の 1に して放射性ヨウ素の摂取量を 2分の 1に したの

である。

(6)こ の不合理な手法に、UNSCEARの偏向した不合理な姿勢が顕れてい

る。被告において、この手法が合理的であると主張するのであれば、
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その理 由を主張 していただきたい。

「UNSCEAR2020/2021年 福島報告書においてヨウ素 131の放出量が約

1 2 0PBqで あることを前提に公衆の被ばく線量を計算しているのは安

全側ではないとの主張の誤 り」に対し

(1)原告らは、UNSCEAR2020/2021年 報告自身が、本件事故後のヨウ素

131の大気中への放出量について約 1 0 0PBqか ら約 5 0 0PBqの 範

囲内に収まると結論づけながら、具体的な被ばく量計算では、 120
PBqと 決めつけていることの不合理を主張 した 【原告ら第 3準備書面

第 2の 5(9頁 )】 。 これ に対 し、被告 は、「UNSCEARは 、UNSCEAR2013

年報告書刊行以降 に得 られた追加デー タや解析技術 に基づいて ノース

ター ム推 定値 の精 度 が上 が つた結果 と して 、 これ らを用 いて推計 を

行 ったのであつて、最新 の知見に基づ く合理 的な推計が行 われ た もの

と評価できる。」と主張する 【被告準備書面 (3)第 3の 2(22～ 23

頁)】 。

(2)しかし、UNSCEAR2020/2021年 報告は、「本委員会は、ヨウ素 131
の総放出量は約 1 0 0PBqか ら約 5 0 0PBqの 範囲内であ・・・るとい

う結論を出した。」と明記 しているのである 【乙第 4号証 23項 (1

3頁 )】 。同報告では、これに続いて、「IAEAに よる事故に関する

報告書においては、限られた情報に基づくごく初期の推定を除くと、

大気中への放出は、 ヨウ素 131で は 1 0 0PBqか ら4 0 0PBqま

で 。・・の範囲内であると推定された。」と記載され、更に、UNSCEAR

2013年報告書刊行以降に発表された総放出量の推定値を表 1に まとめ

ているが、その内容は久のとおりである。
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これによれば、 「1 2 0PBq」 や 「1 5 1PBq」 とい う低い推定値 も

あそ)が 、  「1 0 0-4 0 0PBq」  、  「4 0 0PBq」  、  「7 5 4PBq」  とい

う高 い推 定値 まで あ る こ とが分 か る。 これ らの推 定値 の 中で、

UNSCEAR2020/2021年報告が、幅のない特定 した数値 としては最も低い

「120PBq」 を採用 した合理的な理由は示されていない。

ちなみに、 「120PBq」 と推定 した上記 「T28」 は、原告 らが第 8準備

書面でATDMの 手法を厳 しく批判 した寺田論文 (甲 全第 134号証の

1, 2)である。結局、UNSCEAR2020/2021年 報告は、公衆の線量評価

をするにあたつて寺田のATDMの 結果を採用するために、その前提 と

なる寺田のATDMが 推定 したノースタームを無批判に採用 したことが

容易に推測できる。UNSCEARの体質については、別途準備書面で批判す

るが、この不合理で強引な数値の取 り上げ方か らも、その体質を窺知す

るのは容易であると考える。

(3)と ころで、被告は、本訴訟においては、 ヨウ素 131の 放出量に

ついてのUNSCEARの 上記推計 (1 2 0PBq)が 合理的であると主張 し

ているが、被告 自身は、封外的には推計量を 「5 0 0PBq」 と公表 し

ていることを指摘 してお く (甲 全第 5号証 )。 被告 の主張は、ダブル

スタンダー ドであ り、節操 を欠いている。
1

ちなみに、被告は、ヨウ素 131の放出量推定量が他の機関の推定量よりも多いことか

ら、平成 24年 7月 23日 、 「放射性物質の放出のされやすさの比Jの想定に不確か

さがあると考え、ヨウ素 181の放出のされやすさを控えめに想定 した推定値を公表

したが、その公表値ですら、 4 0 0PBqで あつた (甲 全第 184号証)。
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3 「ベイガ論文及びル ビン論文によれば、甲状腺等価線量 1 0 0nsvを

下回る放射線被ばくによつて甲状腺がんの発がん リスクが増加す ること

が示 されているとの主張の誤 り」に封 し

(1)被告は、ベイガ論文及びル ビン論文は、甲状腺等価線量 1 0 0msv

を下回る被ばくによつて甲状腺がんの発がん リスクが増加することの

根拠にならないと主張す る。その論理は次の とお りである。

ア ベイガ論文は、過去の疫学調査 12件の結果をプール して統合 して

解析 した 「メタアナ リシス」であり、ル ビン論文は、上記 12件の う

ち 9件の結果を解析 した 「メタアナ リシス」である。

イ ベイガ論文が取 り上げた疫学調査 12件の うち 11件は医療被ばく

に関するものであ り、残 りの 1件は、原爆被爆者についてのものであ

る。

ウ 原爆被爆者に対する疫学調査では、 1 0 0mSvを 下回る放射線被ば

くによつて発がん リスクの増加が生 じることは確認 されていないとい

うのが国際的に合意 された科学的知見であるから、これを用いなが

ら、 1 0 0mSvを下回る低線量被ばくによつて発がん リスクが増加す

るような結論の信頼性に疑間が生 じる。

工 医療被ばくの疫学調査には、交絡バイアスの可能性がある。

オ 医学分野の疲学調査結果では、研究者が有意な結果が得られたとき

のみに発表するとい う「報告バイアス」や、学会誌等の編集者が統計

学的に有意な結果の得 られていないものは排除する「出版バイアス」

があ り、質の低い論文を他の優れた研究成果 と同等に評価対象 として

しま うと過大評価することになるといつた指摘 もなされてお り、メタ

アナ リシスの結果だけに着 目して結論を導 くことは誤謬を卒む危険が

ある。

カ ル ビン論文では、それ 自体が 1 0 0mSvを 下回る放射線被ばくに

よって有意に甲状腺がんの リスクが増加す ることを基礎づけるもので

はない。ベイガ論文では、 10～ 4 0 mGyの 95%信 頼区間は 1を

含んでお り、統計学的に有意な数値 とはなっていない。

(2)原告 らの反論

ア メタアナ リシスとは何か

(ア) 「メタアナ リシス」 (「 メタ分析」、「メタ解析」 ともい う。)は、

被告 もい うとお り (被告準備書面 (3)27頁下か ら 7～ 3行 目)、

過去に独立 して行われた複数の研究デー タを収集 。統合 し、統計

的手法を用いて解析 した統計的な総説であ り、複数の研究で得 ら

れた効果が一致 しない場合、個々の研究の標本サイズが小 さく有

意な効果を見出せ ない場合、大きな標本サイズの研究が経済的・
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イ

時間的に困難な場合に有用であるとされている。

(イ)医 学分野の研究は、各種のバイアスが入 りやす く、研究の質

のばらつきが大きいことは否定 しない。 しか し、メタアナ リシス

では、その対象 とす る論文一つ一つを系統的にレビュー し、その

結果、誤謬がなかつた論文 として選ばれた論文、あるいは誤謬が

含まれていても修正可能な論文のみがメタ分析の対象 とす る。こ

のように、バイアスの影響を極力排除 し、評価基準を統一 して客

観的・科学的に多数の研究結果を数量的、総括的に評価 しようと

するのである (乙 全第 65号証 )。

(ウ )し たがつて、メタアナ リシスは、 EBM(根 拠 に基づ く医

療 i evidence一based medicine)イ こおいて、極めて質の高い証拠

と位置付けられているのである。厚労省が平成 30年 11月 9日

に開催 された第 3回 「日本人の食事摂取基準 (2020年 版 )」

策定検討会の参考資料 1と して配布 した 「各疾患ガイ ドラインに

おけるエ ビデ ンス レベルの記載等」によると、 日本動脈硬化学会、

日本高血圧学会、 日本老年医学会では、疫学研究のエ ビデンスレ

ベルについて、「コホー ト研究のメタアナ リシス」が最高級の 「E

-la」 と位置付 け られてお り、 日本腎臓学会では、メタ解析のエ

ビデンス レベルが最高級の 「 1」 と位置付 けられていることがわ

かる (甲 全第 197号 証の 1, 2)。

したがって、医学分野のメタアナ リシスであることだけを理由

イこ「誤謬を卒む危険があ」る (被告準備書面 (3)28買 7～ 8頁 )

とか、「慎重な検討が必要であるJ(同 29頁 4行 日)等 と述べて

その信用性に疑間があるかのよ うな印象を与える被告の論述は正

当なものではない。

NCRP Co■llnentary No.27「 最近の疫学研究の直線 しきい線量なしモ

デルと放射線防護への示唆」について

(ア) NCRP (National Council Radiation Protection and Measure

ments 米国放射線防護審議会)は、米国で 1964年 に設立さ

れた放射線の防護お よび放射線の測定方法についての調査、研究

開発等を 目的 として設立 された団体であ り、約 100名 の審議会

委員で構成 され、 6分野の分野別プログラム委員会、 20の委員

会があ り、その審議結果は厳 しい査読を経てNCRPレ ポー トとして

発表 されてお り、 レポー トの信頼度は高い (甲 全第 185号 証 )。

(イ)NCRPは、 2018年 5月 にCommentary No.27「 最近の疲学研

究の直線 しきい値 な しモデル と放射線防護への示唆」を刊行 した

(以 下 「NCRPコ メンタ リー27」 とい う。)。 NCRPコ メンタリー27の

審議、執筆に関与 した浜 田信行氏ほか 2名 が、この概要について
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報告 しているので、これ を甲全第 186号 証 として提出し、これ

に基づいてNCRPコ メンタ リー27の 概要を説明す る。

(ウ)NCRPは、 2001年 に刊行 したNCRP Report No.136「 電離放

射線のための直線 しきい線量なし線量応答モデルの評価」では、

低線量被ばくにおいてLNTモ デルの採用を支持 していたが、 20

15年 に米国原子力規制委員会 (NRC)か らの要求を受けて、最

近の疫学研究結果がLNTモ デルに与える影響 について研究す るべ

く、科学委員会 (SCl-25)を 設置 して検討 した (同 号証 47～ 4

8頁 )。 SCl-25は 、疫学が専門の委員長、医学物理学が専門の共

同委員長、 10名 の委員で構成 され、議論 を重ねた (同 号証 48

～ 49頁 )。 その結論部分では、「<100mGyの 個 々の低線量研究

は・・ 。それでも質の高い低線量研究の多 くが、正の リスク係数

を示 していることか ら、低線量でのがん影響が示唆 され、そのこ

とは必ず しも証明 してはいないに しても、放射線防護へのLNTモ

デルの適用性 を支持 している」「しきい線量モデルの仮定が放射

線防護のために慎重で実践的な選択ではないJ「～ loomGyで リス

クを明示 している研究 もある。 しきい線量解析 を実施 して、ゼロ

線量 と一致するしきい線量推定値 (つ ま り、 しきい線量な し)を

示 している研究 もある。」「多 くの疫学デー タがLNTモデル と一致

している」「放射線防護のためにLNTモデル よりも実用的で慎重な

代わ りの線量応答関係 はなさそ う、とい うのが米国と国際的な科

学委員会の現在の判断である。」等 と述べ (甲 全第 186号 証 6

0頁左段・右段 )、
「現在の疫学データに基づき、LNTモ デル (線

量応答の傾斜が多分DDREFに よつて軽減)を放射線防護に継続的

に使用すべきである」 と結論づけたのである (甲 全第 186号 証

60頁左段 )。

(工)SCl-25は 、上記 の検討の過程で、 29の疫学調査結果を評価

した。その一覧は、 甲全第 186号 証のTable l(56頁 )に記

載 されている
2。 この うちの 5段 目「ChildhOOd thyroid cancer s

2ち なみに、被告がその主張の有力な根拠 としている酒井一夫氏の京都地裁における証言

中、 「イン ドの高自然放射線区域の住民の健康影響調査の結果によれば、総線量で 6

0 0 mGy辺 りまでの線量を受けている人がいるが、このように線量が増えてもがんリス

クは増加 しないという結果が得 られているJと の証言部分 (被告準備書面(1)64～ 6

5頁)について、この証言の根拠 となる論文は、
「R.R.Ko Nair,B.Rajan,S.Akiba,P.Jayalekshmi,M.K,Nair,et al. ;Background

radiation and cancer incidence in Kerala,India― Laramagappally cohort study」

であるが、これは上記の 29の疫学調査結果の一つであり、NCRPコ メンタリー27にお

いて評価 されている 【Table l(56頁 )の下から7行 日 脚注 38】 。その評価結果
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4

tudies」 がル ビン論文である (参考文献14で確認 されたい。)。 こ

れによると、ル ビン論文に対す るSCl-25の 評価は、「Dosimetry

(線 量評価 )」 が 「Strong」 (強 力 )、
「Epidemiology(疫 学的評

価 )」 が 「Strong」 (強力 )、
「Statistics(統 計学的評価 )」 が 「S

trong」 (強力 )、
「SuppOrt for LNT model」 (LNTモ デルを支持す

るか)が 「StrOng」 (強力)で ある。すなわち、ル ビン論文は、権

威 ある専門家集団であるNCRPの SCl-25の 委員たちか ら高い評価を

受けたのである。

(オ)NCRPは 、被告が主張す る上記 (1)の イ～力の事実はすべて踏ま

えた上で、ル ビン論文について高い評価 を与えたのである (なお、

被告は、上記 (1)イ で、ベイガ論文が取 り上げた疫学調査 中に原

爆被爆者についての疫学調査があると主張 しているが、ル ビン論

文が取 り上げた疫学調査中にも、原爆被爆者についての疫学調査

がある。)。 ル ビン論文の信用性 を毀損 しようとした被告の試みは、

成功 していない。

ウ 他方、ベイガ論文は、NCRPコ メンタリー27で評価対象 となつた 2

9の疫学調査には含まれていない。 しかし、ル ビン論文は、ベイガ論

文が対象にした 12の疫学調査結果の うち 9の疫学調査結果をメタ解

析 したものであり、その結論は、ル ビン論文 と同様だつたのであるか

ら、ベイガ論文の結論の信用性 も、また疑いがないとい うべきであ

る。

「DNAが 受けた 1か所の傷か らも発がん リスクがあるとい うLNT

モデルは被ばくによる発がんのメカニズムか らも基礎付け られていると

の主張の誤 り」に対 し

(1)原告が、「原理的にDNAが 受けた 1か所の傷か らも発がんの リス

クがある」 とい うLNTモ デルは、被ぼくによる発がんのメカニズム

か らも裏付けられていると主張 したのに対 し、被告は、DNA上 の傷

は、 「Dosimetry(線 量評価)Jが 「Moderate」 (中程度 )、 「Epidemiology(疫 学的

評価 )」 が 「Moderate」 (中 程度 )、 「Statistics(統 計学的評価 )」 が 「Weak tO

ModerateJ(弱 ～中程度 )、 「Support for LNT model」 (LNTモ デル を支持するか)が

「No support」 (支持 しない)で あつて、その評価は、LNT論文を支持す るル ビン論文

に比較 して、明らかに低い。本文中にも、 「高自然放射線地域の疫学調査は、関連 リ

スク因子が放射線以外にあるかもしれず、放射線影響の推定が曖味になる。 さらに線

量計測にかな りの不確定性があること、がん診断確認が弱いこと、 リスク推定値に大

きな信頼区間があることから、解釈に注意が必要である」 と評価 されている (甲 全第

186号 証 53頁左段)。 酒井一夫氏のように、この論文の結果を無批判に受け入れ

るのは誤 りである。
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については、これを治す DNA修 復 とい う仕組み、能動的細胞死であ

る 「アポ トーシス」 とい う仕組ヌノヽ、がん細胞を除去す る免疫機能等、

様々な生体防御機能があ り、それ を超 えた部分ががん リスクの増加 と

い う形で表に出てくるのであ り、生体防御機能がきちん と働 くような

低い線量 レベルでは、 LNTモ デルは現実の生体影響 を反映 しない旨

主張する。

(2)DNAに 放射線が当たるとDNAが 損傷す る。 DNA損 傷には 1

本鎖切断 と2本鎖切断があ り、 l mGyの被ぼくをす ると、 1細胞当た

り、 1か所の 1本鎖切断 と、 0.04か 所の 2本鎖切断が生ずるとさ

れている (原 告 ら第 4準備書面 17～ 18頁、甲全第 187号 証 )。

人体の細胞数は、 60兆個 とも 38兆個 とも言われているか ら、切断

箇所の数は膨大である。放射線 は、分子の化学結合のエネルギー とは

比較にな らない莫大なエネル ギーによつて電離作用を起 こし、容易に

二本鎖切断を生 じさせ る。 DNAが 損傷 しても修復の仕組みがあるこ

とは被告が主張す るとお りであつて、 1本鎖切断の場合は、相補鎖の

情報があるので修復は比較的容易であるが、二本鎖切断の場合は、修

復が困難になる。そ して、 1か所の修復の失敗か らがんが発生するの

である。一定 レベルまで被ば くであれば、生体防御機能が働いてがん

にならないなどとい うデータは存在 しない。被ば くによる発がんにし

きい値があるとい う証明に成功 した例はない。

以上
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